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趣
旨
説
明

土
口

克

己

田

以
下
に
掲
載
す
る
の
は
、
二

O
O
四
年
一

O
月
二
日
に
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
競
争

秩
序
へ
の
多
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
|
実
定
法
学
の
ク
ロ
ス
ロ

l
ド
」
の
報
告
と
討
論
の
記
録
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
科
学
研
究

費
に
基
づ
く
共
同
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
溶
解
す
る
法
シ
ス
テ
ム
の
一
一
一
世
紀
的
統
合
に
向
け
た
法
戦
略

l
行
政
・
市
場
・
生
活
の
比
較

競争秩序への多元的アプローチ(1 ) 

研
究
!
」
(
二

O
O
二
年
度
1
二
O
O
五
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
A

果
を
示
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
企
画
さ
れ
た
。
今
回
は
そ
の
第
一
弾
で
あ
り
、
二

O
O
五
年
コ
一
月
五
日
に
は
、
第
二
弾
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と

(
研
究
代
表
者
・
吉
田
克
己
)
)
に
よ
る
研
究
の
中
間
的
な
成

し
て
「
環
境
秩
序
へ
の
多
元
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
の
記
録
も
、
本
誌
に
掲
載
予
定
で
あ
る
。
そ
の
他
、
二

O
O
三
年
八
月

二
八
日
に
は
、
愛
知
県
豊
橋
市
で
民
科
法
律
部
会
民
事
法
分
科
会
と
の
共
催
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
憲
法
と
民
法
」
を
開
催
し
て
お
り
、
そ
の

内
容
は
法
律
時
報
七
六
巻
二
号
五
O
頁
以
下
(
一
一

O
O
四
年
)
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
テ
l
マ
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
現
在
の
主
要
な
関
心
事
は
、
現
代
社
会
の
公
私
融
合
領
域
に

お
い
て
、
公
私
協
働
の
あ
り
方
を
探
る
こ
と
で
あ
る
。
今
回
は
、
競
争
秩
序
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
領
域
は
、
伝
統
的
に
経
済
法
学
の

対
象
と
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
に
民
法
学
あ
る
い
は
民
事
法
学
が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
近
時
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
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シンポジウム

が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
l
マ
に
関
し
て
少
な
く
な
い
論
文
が
公
表
さ
れ
て
お
り
、

一
九
九
八
年
に
は
経
済
法
学
会
に
お
い
て
「
競
争
秩

序
と
民
事
法
』
と
題
す
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
開
催
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
私
た
ち
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
こ
れ
ら
の
動
向
を
受
け
つ
つ
、
経

済
法
学
と
民
法
学
だ
け
で
な
く
刑
事
法
学
も
含
め
て
、
競
争
秩
序
の
維
持
・
確
保
に
向
け
て
の
多
元
的
な
ツ

l
ル
の
相
互
関
係
を
検
討
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
問
題
深
化
へ
の
何
ら
か
の
寄
与
が
で
き
て
い
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

な
お
、
本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
北
海
道
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
附
属
高
等
法
政
教
育
研
究
セ
ン
タ
ー
、
法
理
論
研
究
会
お
よ
び
経
済
法

研
究
会
と
の
共
催
に
よ
っ
て
開
催
さ
れ
た
。

北法56(1・200)200


